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「国策に加担する司法」を批判する 

  
司法の使命は、憲法の理念を実現し、人権を保障することにあります。司法は、立法か

らも行政からも、時の有力政治勢力からも毅然と独立して、憲法に忠実にその使命を果た

さなくてはなりません。その司法の使命に照らして、長く司法の消極性が批判されてきま

した。違憲判断があるべきときに、司法が躊躇し臆して、違憲判断を回避してきたとする

批判です。その司法消極主義は、戦後続いてきた保守政権の政策を容認する役割を果たし、

憲法を社会の隅々に根付かせることを妨げてもきました。 

 そのため、砂川事件大法廷判決（1959 年 12 月 16 日）に典型的に見られる司法消極主義

を克服することが、憲法理念実現に関心を寄せる法律家の共通の課題と意識されてきまし

た。ところが、近時事態は大きく様変わりしていると言わねばなりません。 

 2018 年 10 月に開催された、当協会第 49 回司法制度研究集会のメインタイトルは「国策

に加担する司法を問う」というものでした。司法は、その消極主義の姿勢を捨て、むしろ

国策に積極的に加担する姿勢に転じているのではないか、という衝撃的な問題意識での報

告と討論が行われました。 

 その先鞭として印象的なものが、沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設に伴う「海面埋

め立ての可否をめぐる一連の訴訟です。とりわけ、国が沖縄県を被告として起こした「不

作為の違法確認訴訟」。国は、翁長雄志知事（当時）による「前知事の埋立承認取り消し」

を違法として、撤回を求める知事宛の指示を出し、知事がこれに従わないとして提訴しま

した。一審となった福岡高裁那覇支部への提訴が 2016 年 7 月 22 日、判決が 9 月 16 日とい

う異例の超スピード判決。その上告審も、国への手厚い慮りで、同年 12 月 20 日判決とな

り国の勝訴が確定しました。「海兵隊航空基地を沖縄本島から移設すれば、海兵隊の機動

力、即応力が失われることになる」とする国の政治的主張をそのまま判決理由とした福岡

高裁那覇支部の原判決を容認したのです。 

 また、同じ時期に言い渡された、厚木基地騒音訴訟最高裁判決は、夜間早朝の飛行差し

止めを認めた１、２審判決を取り消し、住民側の請求を棄却しました。「自衛隊機の運航

には高度の公共性がある」としてのことで、国策の根幹に関わる訴訟での、これまでにな

い積極的な国策加担と指摘せざるを得ません。 

 以来、原発訴訟、「日の丸・君が代」強制違憲訴訟などで、最高裁の「親政権・反人権」

の立場をあからさまにした姿勢が目立っています。最近では、地裁･高裁での再審開始決定

を破棄した上「再審請求棄却」を自判した大崎事件の特別抗告審決定（2019 年 6 月 25 日）、

また、現職自衛官が防衛出動命令に従う義務はないことの確認を国に求めた戦争法（安保

法制）違憲訴訟において「訴えは適法」とした２審・東京高裁判決を「検討が不十分」と

して破棄し、厳しい適法要件を設定して、審理を同高裁に差し戻した最高裁判決（同年 7
月 22 日）があります。 

  このような最高裁の姿勢は、最高裁裁判官人事のあり方と無縁なはずがありません。既

に、最高裁裁判官の全員が第２次以後の安倍内閣による任命となっています。人権擁護の

姿勢を評価されてきた弁護士出身裁判官が、必ずしも日弁連推薦枠内から選任されていな

いとも報道されています。最高裁裁判官の人事のあり方が重大な課題となっています。 

 私たち日本民主法律家協会は、こうした政権に擦り寄った司法を厳重に監視するととも

に、国民のための司法制度確立のために、努力を重ねていくことを宣言します。  
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